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質 問 内 容 

 

 

回 答 

 

⚫ 調査実施に際し、受託者が必要とする設定変更（ポートミラーリング設

定や一時的な計測設定等）については、発注者負担のもと、現行ネット

ワーク事業者の協力範囲として実施されるとの認識でよろしいでしょう

か。もしくは、町および現行ネットワーク事業者の許可のもと設定変更

を受注者により実施することは可能でしょうか。 

⚫ 調査実施に際し既存ネットワーク機器等の設定変更が

必要な場合は、本市に作業内容を説明のうえ、受注者

にて実施してください。また、調査完了後は変更前に

状態に戻すようにお願いします。 

⚫ 受託者が調査に必要とする管理情報（ログ、統計情報、設定情報 等）に

ついては、発注者より現行ネットワーク事業者へ提供依頼を行い、受託

者へ開示される前提でよろしいでしょうか。 

その上で、実際にご提供いただける情報の具体的な内容について、以下

の観点でご教示ください。 

 - 取得可能なログ種別（例：通信ログ、セキュリティログ 等） 

 - 統計情報の粒度（インターフェース単位、端末単位、時間粒度 等） 

 - 設定情報の範囲（NW 構成、VLAN/SSID 設定、ポリシー 等） 

 - SNMP 等で取得可能な MIB 情報および OID 一覧（トラフィック量、 

⚫   セッション数、リソース使用率 等） 

⚫ 既存ネットワーク機器の設定情報は、導入時の完成図

書からご覧いただく予定です。また、ログや統計情報

を常時収集する仕組みはないため、必要に応じて受注

者が既存機器を操作し、採取していただくようにお願

いします。 

⚫ 現行ネットワーク事業者から必要な情報提供が得られない場合、受託者

が実施可能な代替手段による調査を認め、その結果をもって成果物要件

を満たした扱いとすることが可能かご教示ください。 

⚫ 本業務の目的（問題の有無、問題箇所の特定、改善策

の洗い出し）が達成できるのであれば、基本的にはそ

の方法は問いません。具体的な実施方法は契約後に本

市と協議のうえ決定するものとします。 


